
※輸送の安全確保のため下記組織体制を構築し万全の安全管理体制

で旅客の安心に応えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(兼･緊急時連絡体制) 

運輸の安全に関する組織体制 

 

代表取締役社長 

(安全統括管理者) 

 

現場業務統括指揮者 

バス協会 

統括運行管理者 

運行管理者 

整備管理者 

運輸局 

運輸支局 

関係機関 

各営業所長 

各関連部署、施設 

 

 

運転者・ガイド 

各支援機関 

(グループ会社) 

運行業務統括管理者 


